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「 環 境 基 本 法 に 基 づ く 環 境 基 準 の 水 域 類 型 の 指 定 及 び

水 質 汚 濁 防 止 法 に 基 づ く 常 時 監 視 等 の 処 理 基 準 に つ い て 」 の 一 部 改 正 に つ い て

（ 新 旧 対 照 表 ）

新 旧

第 １ 環 境 基 本 法 関 係 第 １ 環 境 基 本 法 関 係

（ 略 ） （ 略 ）

※ 第 １ に つ い て は 番 号 の み 修 正

第 ２ 水 質 汚 濁 防 止 法 関 係 第 ２ 水 質 汚 濁 防 止 法 関 係

１ ． 常 時 監 視 （ 法 第 条 関 係 ） １ ． 常 時 監 視 （ 法 第 条 関 係 ）15 15
常 時 監 視 の 実 施 に 当 た っ て は 、 告 示 及 び 常 時 監 視 の 実 施 に 当 た っ て は 、 告 示 及 び

「 地 下 水 の 水 質 汚 濁 に 係 る 環 境 基 準 （ 平 「 地 下 水 の 水 質 汚 濁 に 係 る 環 境 基 準 （ 平」 」

成 年 月 日 環 境 庁 告 示 第 号 以 下 地 成 ９ 年 ３ 月 日 環 境 庁 告 示 第 号 ） に よ9 3 13 10 13 10、 「

下 水 告 示 」 と い う ） に よ る ほ か 以 下 に よ る ほ か 以 下 に よ る と す る 。 な お 、 実 施 に 当。

る こ と と す る 。 な お 、 実 施 に 当 た っ て は 関 た っ て は 関 係 機 関 と の 連 携 を 図 ら れ た い 。

係 機 関 と の 連 携 を 図 ら れ た い 。

（ １ ） 常 時 監 視 に 用 い る 測 定 (１ )常 時 監 視 に 用 い る 測 定

１ ） 常 時 監 視 に 用 い る 測 定 は 、 公 共 用 水 域 常 時 監 視 に 用 い る 測 定 は 、 公 共 用 水 域 は

は 「 水 質 調 査 方 法 （ 昭 和 年 月 日 「 水 質 調 査 方 法 （ 昭 和 年 ９ 月 日 環」 」46 9 30 46 30
環 水 管 第 号 、 地 下 水 は ｢水 質 汚 濁 防 止 水 管 第 号 、 地 下 水 は ｢水 質 汚 濁 防 止 法30 30） ）

法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に つ い て ｣ の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に つ い て ｣ (平

（ 平 成 元 年 月 日 環 水 管 第 号 ） の 成 元 年 月 日 環 水 管 第 号 )の 別 紙 の9 14 189 9 14 189
別 紙 の 地 下 水 質 調 査 方 法 以 下 単 に ｢地 「 地 下 水 質 調 査 方 法 」 (以 下 単 に ｢地 下 水 質「 」（

下 水 質 調 査 方 法 ｣と い う ｡） に よ る こ と ｡ 調 査 方 法 ｣と い う ｡ )に よ る こ と ｡

２ ） 試 料 採 取 か ら 前 処 理 、 測 定 、 報 告 に 至
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る 過 程 で 適 切 な 精 度 管 理 を 実 施 し 、 測 定

値 の 信 頼 性 の 確 保 に 努 め る 。 分 析 精 度 の

管 理 は 、
※① 標 準 作 業 手 順

② 分 析 方 法 の 妥 当 性 、 器 具 、 装 置 の 性 能

の 評 価 と 維 持 管 理

③ 測 定 の 信 頼 性 の 評 価

に よ っ て 行 う 。

※ 標 準 作 業 手 順 ： 試 薬 等 の 管 理 及 び 試 料

採 取 か ら 結 果 の 報 告 等 に 至 る 作 業 の う

ち 、 当 該 機 関 が 実 施 す る 作 業 に つ い て

Standard Operatingの 具 体 的 な 操 作 手 順 （。

）Procedure: SOP

な お 、 こ れ ら を 担 保 す る た め に 、 環 境

省 な ど が 実 施 し て い る 外 部 の 精 度 管 理 調

査 へ の 参 加 や 外 部 監 査 制 度 の 導 入 等 の 外

部 精 度 管 理 を 実 施 す る こ と が 望 ま し い 。

３ ） 人 の 健 康 の 保 護 に 関 す る 環 境 基 準 項 目

及 び 地 下 水 の 水 質 汚 濁 に 係 る 環 境 基 準 項

目 に つ い て 、 環 境 基 準 値 を 超 え る 測 定 値

が 得 ら れ た 場 合 、 又 は 測 定 値 が 大 き く 変

動 し た 場 合 に は 、 分 析 機 関 は 分 析 方 法 の

。チ ェ ッ ク 等 測 定 値 の 検 討 を 速 や か に 行 う

ま た 、 こ の よ う な 場 合 に お い て 地 方 公 共

団 体 の 環 境 部 局 が 当 該 測 定 値 を 速 や か に

把 握 で き る 体 制 を 整 備 す る 。
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４ ） ３ ） 以 外 の 場 合 の 測 定 値 や 生 活 環 境 の

保 全 に 関 す る 環 境 基 準 の 測 定 値 に つ い て

も 、 可 能 な 限 り 速 や か に 把 握 で き る 体 制

を 整 備 す る こ と が 望 ま し い 。

（ ２ ） 常 時 監 視 の 結 果 の 報 告 (２ )常 時 監 視 の 結 果 の 報 告

１ ） 測 定 計 画 に 従 っ て 行 わ れ た 測 定 の 結 果 １ ） 測 定 計 画 に 従 っ て 行 わ れ た 測 定 の 結 果

に つ い て は 、 原 則 と し て 年 に 回 、 公 に つ い て は 、 原 則 と し て １ 年 に １ 回 、 公1 1
共 用 水 域 に あ っ て は 「 水 質 汚 濁 防 止 法 の 共 用 水 域 に あ っ て は 「 水 質 汚 濁 防 止 法 の

施 行 に つ い て （ 昭 和 年 月 日 環 水 施 行 に つ い て （ 昭 和 年 ９ 月 日 環」 」46 9 20 46 20
管 第 号 ） の 別 記 様 式 「 公 共 用 水 域 水 管 第 号 ） の 別 記 様 式 ３ 「 公 共 用 水24 3 24、 、

水 質 測 定 結 果 の 報 告 に つ い て （ 平 成 年 域 水 質 測 定 結 果 の 報 告 に つ い て （ 平 成」 」5
月 日 環 水 規 第 号 ） 及 び 「 公 共 用 水 ５ 年 ３ 月 日 環 水 規 第 号 ） 及 び 「 公3 29 51 29 51
域 水 質 測 定 結 果 報 告 要 領 等 に つ い て （ 通 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 報 告 要 領 等 に つ い

知 平 成 年 月 日 環 水 規 第 号 て （ 通 知 （ 平 成 年 ３ 月 日 環 水 規）」（ ） ）」11 3 12 80-3 11 12
。 ）（ ． ． 。）（ 別 添 Ⅰ ． ２ ． 第 文 を 除 く ） に よ り 環 第 号 別 添 Ⅰ ２ 第 １ 文 を 除 く1 80-3

境 省 環 境 管 理 局 水 環 境 部 企 画 課 長 あ て 、 に よ り 、 地 下 水 に あ っ て は 「 水 質 汚 濁 防

地 下 水 に あ っ て は 「 水 質 汚 濁 防 止 法 の 一 止 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に つ い

」 」（ ）部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に つ い て （ 平 て 平 成 元 年 ９ 月 日 環 水 管 第 号14 189
成 元 年 月 日 環 水 管 第 号 ） 別 記 様 別 記 様 式 及 び 「 水 質 汚 濁 防 止 法 の 一 部9 14 189 「

式 及 び 「 水 質 汚 濁 防 止 法 の 一 部 を 改 正 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に つ い て 」 の 一 部「

す る 法 律 の 施 行 に つ い て 」 の 一 部 改 正 に 改 正 に つ い て （ 平 成 年 ４ 月 １ 日 環 水」 11
つ い て （ 平 成 年 月 日 環 水 企 第 企 第 号 ） に よ り 環 境 省 環 境 管 理 局 水」 11 4 1 141 141
号 ） に よ り 同 部 土 壌 環 境 課 地 下 水 ・ 地 盤 環 境 部 土 壌 環 境 課 地 下 水 ・ 地 盤 環 境 室 長

環 境 室 長 あ て 通 知 す る こ と 。 な お 、 硝 酸 あ て 通 知 す る こ と 。 な お 、 硝 酸 性 窒 素 及

性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素 に つ い て は そ の び 亜 硝 酸 性 窒 素 に つ い て は そ の 合 計 で 環

合 計 で 環 境 基 準 を 設 定 し た と こ ろ で あ る 境 基 準 を 設 定 し た と こ ろ で あ る が 、 今 後

が 、 今 後 の 検 討 に 資 す る た め 亜 硝 酸 性 窒 の 検 討 に 資 す る た め 亜 硝 酸 性 窒 素 単 独 で

素 単 独 で の 濃 度 を 報 告 す る こ と 。 の 濃 度 を 報 告 す る こ と 。
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２ ） 環 境 基 準 を 超 え た 場 合 の 対 応

① 以 下 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 公 た だ し 、 以 下 の い ず れ か に 該 当 す る 場

共 用 水 域 に あ っ て は 環 境 省 環 境 管 理 局 合 は ､ 公 共 用 水 域 に あ っ て は 環 境 省 環 境

水 環 境 部 企 画 課 、 地 下 水 に あ っ て は 同 管 理 局 水 環 境 部 企 画 課 、 地 下 水 に あ っ て

部 土 壌 環 境 課 地 下 水 ・ 地 盤 環 境 室 に 、 は 同 土 壌 環 境 課 地 下 水 ・ 地 盤 環 境 室 に 、

速 や か に 報 告 す る こ と ｡ 速 や か に 報 告 す る こ と ｡

ア ． 全 シ ア ン 、 ア ル キ ル 水 銀 及 び に ① 環 境 基 準 健 康 項 目 の う ち ､全 シ ア ン ､アPCB
つ い て は 、 環 境 基 準 値 を 超 え た 場 合 ル キ ル 水 銀 及 び に つ い て は ､環 境P C B

基 準 値 を 超 え た 場 合 ｡

イ ． そ の 他 の 人 の 健 康 の 保 護 に 関 す る 環 ② そ の 他 の 環 境 基 準 項 目 に つ い て は ､ 年

境 基 準 項 目 や 地 下 水 の 水 質 汚 濁 に 係 る 間 平 均 値 が 環 境 基 準 値 を 超 え る と 予 想

環 境 基 準 項 目 に つ い て は 、 年 間 平 均 値 さ れ る 場 合 ｡

が 環 境 基 準 値 を 超 え る と 予 想 さ れ る 場 な お ､ふ っ 素 及 び ほ う 素 に つ い て は ､海

合 。 な お 、 ふ っ 素 及 び ほ う 素 に つ い て 水 の 影 響 に よ り 環 境 基 準 値 を 超 え る 場 合

は 、 海 水 の 影 響 に よ り 環 境 基 準 値 を 超 は 除 く ｡

え る 場 合 は 除 く ｡

② 上 記 の 報 告 に 当 た っ て は 、 次 の 事 項 を ２ ） 上 記 の 報 告 に 当 た っ て は ､ 次 の 事 項 を

報 告 さ れ た い ｡ 報 告 さ れ た い ｡

ア ． 測 定 項 目 、 測 定 値 及 び 採 水 年 月 日 ① 測 定 項 目 ､測 定 値 及 び 採 水 年 月 日

イ ． 測 定 地 点 名 （ 公 共 用 水 域 に あ っ て は ② 測 定 地 点 名 及 び 水 域 名

こ れ に 加 え て 水 域 名 ）

ウ ． 測 定 地 点 周 辺 に お け る 利 水 及 び 土 地 ③ 測 定 地 点 周 辺 に お け る 利 水 及 び 土 地 利

利 用 等 の 状 況 （ 地 図 又 は 概 略 図 を 添 付 用 等 の 状 況 ( 地 図 又 は 概 略 図 を 添 付 す

す る ） る 。 )。

③ 上 記 の 報 告 後 、 次 の 事 項 を 適 宜 報 告 さ ３ ） 上 記 の 報 告 後 ､次 の 事 項 を 適 宜 報 告 さ

れ た い ｡ れ た い ｡

ア ． そ の 後 の 測 定 値 及 び 原 因 究 明 の た め ① そ の 後 の 測 定 値 及 び 原 因 究 明 の た め の

の 調 査 結 果 調 査 結 果

イ ． 講 じ た 施 策 、 行 政 指 導 等 の 概 要 及 び ② 講 じ た 施 策 ､ 行 政 指 導 等 の 概 要 及 び そ

そ の 結 果 の 結 果



- 5 -

３ ） 報 告 下 限 値 等 ４ ） 報 告 下 限 値 等

① 以 下 の 表 に 掲 げ る 項 目 に つ い て は 右 欄 定 量 限 界 値 は ､原 則 と し て 小 数 点 以 下 ４

に 掲 げ る 値 を 報 告 下 限 値 と す る ｡ 桁 ま で の 範 囲 内 で 設 定 す る 。 な お 、 単 位 は

㎎ と す る ｡ た だ し 、 以 下 の 表 に 掲 げ る 項/1
目 に つ い て は 右 欄 に 掲 げ る 値 を 報 告 下 限 値

と す る ｡

ま た ､ 硝 酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素 に つ

い て は ､ 環 境 基 準 値 が 硝 酸 性 窒 素 と 亜 硝 酸

性 窒 素 の 合 計 値 で あ る こ と か ら ､ 硝 酸 性 窒

素 と 亜 硝 酸 性 窒 素 そ れ ぞ れ の 報 告 下 限 値 を

設 定 す る こ と と す る ｡た だ し ､硝 酸 性 窒 素 及

び 亜 硝 酸 性 窒 素 の 報 告 は ､硝 酸 性 窒 素 の 定

量 限 界 値 と 亜 硝 酸 性 窒 素 の 定 量 限 界 値 を 合

計 し た 値 を 下 限 と し ､ 硝 酸 性 窒 素 と 亜 硝 酸

性 窒 素 が 両 方 と も 定 量 限 界 値 未 満 の 場 合

に ､定 量 限 界 値 未 満 と す る ｡

表 （ 略 ） 表 （ 略 ）

② 表 中 に 記 載 の な い 項 目 （ 水 素 イ オ ン 濃

度 （ 、 大 腸 菌 群 数 を 除 く ） に つ いpH） 。

て は 、 原 則 と し て 単 位 で 小 数 点 以mg/l
下 桁 ま で の 範 囲 内 で 定 量 下 限 値 を 設4

、 。 、定 し こ れ を 報 告 下 限 値 と す る ま た

硝 酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素 に つ い て

は 、 環 境 基 準 値 が 硝 酸 性 窒 素 と 亜 硝 酸

性 窒 素 の 合 計 値 で あ る こ と か ら 、 硝 酸

性 窒 素 と 亜 硝 酸 性 窒 素 そ れ ぞ れ の 定 量

下 限 値 を 設 定 す る こ と と す る ｡た だ し 、
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、硝 酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素 の 報 告 は

硝 酸 性 窒 素 の 定 量 下 限 値 と 亜 硝 酸 性 窒

素 の 定 量 下 限 値 を 合 計 し た 値 を 下 限 と

し 、 硝 酸 性 窒 素 と 亜 硝 酸 性 窒 素 が 両 方

と も 定 量 下 限 値 未 満 の 場 合 に 、 定 量 下

限 値 未 満 と す る ｡

③ な お 、 人 の 健 康 の 保 護 に 関 す る 環 境 基

準 項 目 及 び 地 下 水 の 水 質 汚 濁 に 係 る 環

境 基 準 項 目 の 定 量 下 限 値 は 、 鉛 、 砒 素

及 び 六 価 ク ロ ム に つ い て は 環 境 基 準 値

の 以 下 に 、 セ レ ン に つ い て は 環 境 基1/2
準 値 の 以 下 に 、 カ ド ミ ウ ム 、 ジ ク ロ1/5
ロ メ タ ン 、 四 塩 化 炭 素 、 ジ ク ロ ロ エ1,2-

1,1- -1,2-タ ン 、 ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 シ ス

ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 ト リ ク ロ ロ エ1,1,1-
タ ン 、 ト リ ク ロ ロ エ タ ン 、 ト リ ク1,1,2-

、 、ロ ロ エ チ レ ン テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン

ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン 、 チ ウ ラ ム 、 シ マ1,3-
ジ ン 、 チ オ ベ ン カ ル ブ 、 ベ ン ゼ ン 、 硝

酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素 、 ふ っ 素 並

1/10び に ほ う 素 に つ い て は 環 境 基 準 値 の

以 下 に 設 定 す る こ と が 望 ま し い 。

４ ） 有 効 数 字 等 ５ ） 有 効 数 字 等

① 報 告 下 限 値 未 満 の 数 値 に つ い て は 、 ｢報 ① 報 告 下 限 値 未 満 の 数 値 に つ い て は ､ ｢報 告

告 下 限 値 未 満 ｣（ 記 載 例 「 < ｣） と す 下 限 値 未 満 ｣ (記 載 例 「 < ｣ ) と す る ｡0.005 0.005
る ｡

② 桁 数 に つ い て ② 桁 数 に つ い て

ア ． 有 効 数 字 を ２ 桁 と し 、 ３ 桁 目 以 下 を （ ａ ） 有 効 数 字 を ２ 桁 と し ､３ 桁 目 以 下 を

切 り 捨 て る ｡ に つ い て は 、 小 数 第 切 り 捨 て る ｡pH
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２ 位 を 四 捨 五 入 し 、 小 数 点 以 下 １ 桁

ま で と す る 。 （ ｂ ） 報 告 下 限 値 の 桁 を 下 回 る 桁 に つ い て

イ ． 報 告 下 限 値 の 桁 を 下 回 る 桁 に つ い て は 切 り 捨 て る ｡

は 切 り 捨 て る ｡ （ ｃ ） 硝 酸 性 窒 素 と 亜 硝 酸 性 窒 素 に つ い て

ウ ． 硝 酸 性 窒 素 と 亜 硝 酸 性 窒 素 に つ い て は ､ま ず ､硝 酸 性 窒 素 と 亜 硝 酸 性 窒 素 測

は 、 ま ず 、 硝 酸 性 窒 素 と 亜 硝 酸 性 窒 定 値 の 合 計 値 を 求 め た 後 に ､上 記 の ( )a
素 測 定 値 の 合 計 値 を 求 め た 後 に 、 上 及 び ( )の 桁 数 処 理 を 行 う ｡b
記 の ア ． 及 び イ ． の 桁 数 処 理 を 行 う ｡ た だ し ､硝 酸 性 窒 素 と 亜 硝 酸 性 窒 素

た だ し 、 硝 酸 性 窒 素 と 亜 硝 酸 性 窒 素 の 測 定 値 の い ず れ か 一 方 が 報 告 下 限 値

の 測 定 値 の い ず れ か 一 方 が 報 告 下 限 未 満 の 場 合 は ､ そ の 報 告 下 限 値 未 満 に

値 未 満 の 場 合 は 、 そ の 報 告 下 限 値 未 代 え て 報 告 下 限 値 の 数 値 を 測 定 値 と し

満 に 代 え て 報 告 下 限 値 の 数 値 を 測 定 て 扱 う ｡

値 と し て 扱 う ｡

６ ） そ の 他 の 項 目

５ ） 平 均 値 の 計 算 環 境 基 準 健 康 項 目 以 外 の 項 目 に つ い て

① 平 均 値 の 計 算 に 当 た っ て は 、 有 効 数 字 は ､各 都 道 府 県 に お い て 定 め ら れ た 数 値 の

を ２ 桁 ま で と し 、 そ の 下 の 桁 を 四 捨 五 取 扱 い 方 法 (下 限 値 及 び 有 効 桁 数 を 含 む ｡ )

入 す る 。 そ の 場 合 、 報 告 下 限 値 の 桁 を に よ る こ と ｡

下 回 る 桁 が 残 る 場 合 は 、 四 捨 五 入 し て ７ ） 平 均 値 の 計 算

報 告 下 限 値 の 桁 ま で と す る ｡ ① 平 均 値 の 計 算 に 当 た っ て は 、 有 効 数 字 を

② 個 別 の 測 定 値 が 報 告 下 限 値 未 満 の 数 値 ２ 桁 ま で と し 、 そ の 下 の 桁 を 四 捨 五 入 す

に つ い て は 、 報 告 下 限 値 の 数 値 と し て る 。 そ の 場 合 ､ 報 告 下 限 値 の 桁 を 下 回 る

取 扱 い 、 平 均 値 を 計 算 す る ｡ 桁 が 残 る 場 合 は ､ 四 捨 五 入 し て 報 告 下 限

値 の 桁 ま で と す る ｡

６ ） そ の 他 の 項 目 の 数 値 の 取 扱 い に つ い て ② 報 告 下 限 値 未 満 の 数 値 に つ い て は ､報 告

環 境 基 準 項 目 以 外 の 項 目 に つ い て は 、 下 限 値 の 数 値 と し て 取 扱 い ､ 平 均 値 を 計

各 都 道 府 県 に お い て 定 め ら れ た 数 値 の 取 算 す る ｡

扱 い 方 法 （ 下 限 値 及 び 有 効 桁 数 を 含 む ｡）

に よ る ｡

（ ３ ） 測 定 結 果 に 基 づ き 水 域 の 水 質 汚 濁 の (３ )測 定 結 果 に 基 づ き 水 域 の 水 質 汚 濁 の 状
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状 況 が 環 境 基 準 に 適 合 し て い る か 否 か を 況 が 環 境 基 準 に 適 合 し て い る か 否 か を 判

判 断 す る 場 合 断 す る 場 合

１ ） 人 の 健 康 の 保 護 に 関 す る 環 境 基 準 及 び １ ） 人 の 健 康 の 保 護 に 関 す る 環 境 基 準

地 下 水 の 水 質 汚 濁 に 係 る 環 境 基 準

① 水 質 汚 濁 に 係 る 環 境 基 準 の う ち 人 の 健 水 質 汚 濁 に 係 る 環 境 基 準 の う ち 人 の 健 康

康 の 保 護 に 関 す る 環 境 基 準 及 び 地 下 水 の 保 護 に 関 す る 環 境 基 準 及 び 地 下 水 の 水 質

の 水 質 汚 濁 に 係 る 環 境 基 準 の 達 成 状 況 汚 濁 に 係 る 環 境 基 準 の 達 成 状 況 は 、 同 一 測

は 、 同 一 測 定 点 （ 公 共 用 水 域 に あ っ て 定 点 （ 公 共 用 水 域 に あ っ て は 、 当 該 測 定 点

は 、 当 該 測 定 点 は 表 層 に お け る 地 点 と は 表 層 に お け る 地 点 と す る ） に お け る 年。

す る ） に お け る 年 間 の 総 検 体 の 測 定 間 の 総 検 体 の 測 定 値 の 平 均 値 に よ り 評 価 す。

値 の 平 均 値 に よ り 評 価 す る 。 そ の 際 、 る 。 そ の 際 、 不 検 出 の 検 体 に つ い て は 、 定

測 定 値 が 定 量 下 限 値 未 満 で あ っ た 検 体 量 限 界 値 を 用 い て 平 均 値 を 算 出 す る こ と と

に つ い て は 、 定 量 下 限 値 を 用 い て 平 均 す る 。

値 を 算 出 す る こ と と す る 。

② た だ し 、 全 シ ア ン に つ い て は 基 準 値 が た だ し 、 全 シ ア ン に つ い て は 基 準 値 が 最

最 高 値 と さ れ た こ と か ら 、 同 一 測 定 点 高 値 と さ れ た こ と か ら 、 同 一 測 定 点 に お け

に お け る 年 間 の 総 検 体 の 測 定 値 の 最 高 る 年 間 の 総 検 体 の 測 定 値 の 最 高 値 に よ り 評

値 に よ り 評 価 す る 。 ま た 、 ア ル キ ル 水 価 す る 。 ま た 、 ア ル キ ル 水 銀 及 び Ｐ Ｃ Ｂ に

銀 及 び に つ い て は 「 検 出 さ れ な い つ い て は 「 検 出 さ れ な い こ と 」 を も っ てPCB 、 、

こ と 」 を も っ て 基 準 値 と さ れ て い る の 基 準 値 と さ れ て い る の で 、 同 一 測 定 点 に お

で 、 同 一 測 定 点 に お け る 年 間 の す べ て け る 年 間 の す べ て の 検 体 の 測 定 値 が 不 検 出

の 検 体 の 測 定 値 が 不 検 出 で あ る こ と を で あ る こ と を も っ て 環 境 基 準 達 成 と 判 断 す

も っ て 環 境 基 準 達 成 と 判 断 す る 。 る 。

③ さ ら に 総 水 銀 に つ い て は 、 告 示 別 表 さ ら に 総 水 銀 に つ い て は 、 告 示 別 表 第 １1
備 考 及 び 地 下 水 告 示 別 表 備 考 １ に お 備 考 第 １ に お い て 、 総 水 銀 に 係 る 基 準 値 に1
い て 総 水 銀 に 係 る 基 準 値 に つ い て は つ い て は 、 年 間 平 均 値 と し て 達 成 、 維 持 す、 、

年 間 平 均 値 と し て 達 成 、 維 持 す る こ と る こ と と さ れ て い る が 、 年 間 平 均 値 と し て

と さ れ て い る が 、 年 間 平 均 値 と し て 達 達 成 維 持 す る こ と と は 、 同 一 測 定 点 に お け

成 、 維 持 す る こ と と は 、 同 一 測 定 点 に る 年 間 の 総 検 体 の 測 定 値 の 中 に 「 定 量 限 界
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お け る 年 間 の 総 検 体 の 測 定 値 の 中 に 定 値 未 満 （ 以 下 「 Ｎ Ｄ 」 と い う 」 が 含 ま「 。）

量 下 限 値 未 満 （ 以 下 「 」 と い う 」 れ て い な い 場 合 に は 、 総 検 体 の 測 定 値 が 全ND 。）

が 含 ま れ て い な い 場 合 に は 、 総 検 体 の て で あ る こ と を い い 、 Ｎ Ｄ が 含 ま0.0005mg/l
測 定 値 が 全 て で あ る こ と を い れ て い る 場 合 に は 、 測 定 値 が を 超0.0005mg/l 0.0005mg/l
い 、 が 含 ま れ て い る 場 合 に は 、 測 定 え る 検 体 数 が 総 検 体 数 の ％ 未 満 で あ るND 37
値 が を 超 え る 検 体 数 が 総 検 体 こ と を い う も の と す る 。0.0005mg/l
数 の ％ 未 満 で あ る こ と を い う も の と37
す る 。

④ な お 、 地 下 水 の 環 境 基 準 達 成 状 況 の 評 な お 、 地 下 水 の 環 境 基 準 達 成 状 況 の 評 価

価 は 、 地 下 水 質 調 査 方 法 に 示 す 調 査 区 は 、 地 下 水 質 調 査 方 法 に 示 す 調 査 区 分 ご と

分 ご と に 、 毎 年 の 測 定 結 果 に つ い て 、 に ､毎 年 の 測 定 結 果 に つ い て ､検 出 の 有 無 と

検 出 の 有 無 と と も に 、 基 準 値 の 超 過 率 と も に ､ 基 準 値 の 超 過 率 す な わ ち 基 準 値 を

（ 基 準 値 を 超 過 し た 測 定 地 点 の 割 合 ） 超 過 し た 測 定 地 点 の 割 合 で 行 う こ と ｡な お ､

で 行 う こ と ｡な お 、 地 域 の 全 体 的 な 汚 染 地 域 の 全 体 的 な 汚 染 の 状 況 は 概 況 調 査 に お

の 状 況 は 概 況 調 査 に お け る 評 価 を 基 本 け る 評 価 を 基 本 と し ､ そ の 他 の 調 査 区 分 に

と し 、 そ の 他 の 調 査 区 分 に お け る 評 価 お け る 評 価 に つ い て は ､そ れ ぞ れ 調 査 目 的

に つ い て は 、 そ れ ぞ れ 調 査 目 的 を 勘 案 を 勘 案 し て 行 う こ と ｡

し て 行 う こ と ｡

⑤ 自 然 的 原 因 に よ る 検 出 値 の 評 価 ・ 自 然 的 原 因 に よ る 検 出 値 の 評 価

ア ． 公 共 用 水 域 等 に お い て 明 ら か に 自 然 公 共 用 水 域 等 に お い て 明 ら か に 自 然 的 原

的 原 因 に よ り 基 準 値 を 超 え て 検 出 さ れ 因 に よ り 基 準 値 を 超 え て 検 出 さ れ た と 判 断

た と 判 断 さ れ る 場 合 は 、 測 定 結 果 の 評 さ れ る 場 合 は 、 測 定 結 果 の 評 価 及 び 対 策 の

価 及 び 対 策 の 検 討 に 当 た っ て こ の こ と 検 討 に 当 た っ て こ の こ と を 十 分 考 慮 す る こ

を 十 分 考 慮 す る こ と 。 と 。

イ ． な お 、 自 然 的 原 因 と は 、 鉱 床 地 帯 に な お 、 自 然 的 原 因 と は 、 鉱 床 地 帯 に お け

お け る 岩 石 等 か ら の 溶 出 、 海 水 の 混 入 る 岩 石 等 か ら の 溶 出 、 海 水 の 混 入 等 を い う

等 を い う も の と す る 。 も の と す る 。

ウ ． ふ っ 素 及 び ほ う 素 は 自 然 状 態 で 海 水 ふ っ 素 及 び ほ う 素 は 自 然 状 態 で 海 水 中 に

中 に 高 濃 度 で 存 在 し て い る こ と か ら 、 高 濃 度 で 存 在 し て い る こ と か ら 、 汽 水 域 等

汽 水 域 等 に お い て 環 境 基 準 を 超 過 し て に お い て 環 境 基 準 を 超 過 し て い る 水 域 が 多
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い る 水 域 が 多 く 存 在 す る 。 環 境 基 準 を く 存 在 す る 。 環 境 基 準 を 超 過 し て い る 汽 水

超 過 し て い る 汽 水 域 等 に つ い て は 、 海 域 等 に つ い て は 、 海 水 の 影 響 の 程 度 を 把 握

水 の 影 響 の 程 度 を 把 握 し 、 そ の 他 の 水 し 、 そ の 他 の 水 域 と は 別 に 整 理 す る こ と と

域 と は 別 に 整 理 す る こ と と す る 。 汽 水 す る 。 汽 水 域 等 に お け る 海 水 の 影 響 の 程 度

域 等 に お け る 海 水 の 影 響 の 程 度 の 把 握 の 把 握 方 法 及 び 測 定 結 果 の 整 理 の 方 法 に つ

「 「 」方 法 及 び 測 定 結 果 の 整 理 の 方 法 に つ い い て の 詳 細 は 汽 水 域 等 に お け る ふ っ 素

て の 詳 細 は 「 汽 水 域 等 に お け る 「 ふ っ 及 び 「 ほ う 素 」 濃 度 へ の 海 水 の 影 響 程 度 の

素 」 及 び 「 ほ う 素 」 濃 度 へ の 海 水 の 影 把 握 方 法 に つ い て （ 平 成 年 ３ 月 日」 11 12
響 程 度 の 把 握 方 法 に つ い て （ 平 成 環 水 企 第 号 、 環 水 管 第 号 ） に よ る」 11 89-2 68-2
年 月 日 環 水 企 第 号 、 環 水 管 第 こ と 。3 12 89-2

号 ） に よ る こ と 。68-2

２ ） 生 活 環 境 の 保 全 に 関 す る 環 境 基 準 ２ ） 生 活 環 境 の 保 全 に 関 す る 環 境 基 準

① 及 び の 環 境 基 準 の 達 成 状 況 の ア ． Ｂ Ｏ Ｄ 及 び Ｃ Ｏ Ｄ の 環 境 基 準 の 達 成 状BOD COD
評 価 況 の 評 価

ア ． 全 窒 素 及 び 全 燐 を 除 く 生 活 環 境 の 保 全 窒 素 及 び 全 燐 を 除 く 生 活 環 境 の 保 全 に

全 に 関 す る 環 境 基 準 の 達 成 状 況 は 、 告 関 す る 環 境 基 準 の 達 成 状 況 は 、 告 示 に よ り

示 に よ り 日 間 平 均 値 で 評 価 す る こ と と 日 間 平 均 値 で 評 価 す る こ と と さ れ て い る

さ れ て い る が 、 類 型 指 定 さ れ た 水 域 に が 、 類 型 指 定 さ れ た 水 域 に お け る Ｂ Ｏ Ｄ 及

お け る 及 び の 環 境 基 準 の 達 成 び Ｃ Ｏ Ｄ の 環 境 基 準 の 達 成 状 況 の 年 間 評 価BOD COD
状 況 の 年 間 評 価 に つ い て は 、 当 該 水 域 に つ い て は 、 当 該 水 域 の 環 境 基 準 点 に お い

の 環 境 基 準 の 維 持 達 成 状 況 を 把 握 す る て 、 以 下 の 方 法 に よ り 求 め た 「 ％ 水 質75
た め の 地 点 （ 以 下 「 環 境 基 準 点 」 と い 値 」 が 当 該 水 域 が あ て は め ら れ た 類 型 の 環

う ） に お い て 、 以 下 の 方 法 に よ り 求 境 基 準 に 適 合 し て い る 場 合 に 、 当 該 水 域 が。

め た 「 ％ 水 質 値 」 が 当 該 水 域 が あ 環 境 基 準 を 達 成 し て い る も の と 判 断 す る 。75 ※ ※

て は め ら れ た 類 型 の 環 境 基 準 に 適 合 し

て い る 場 合 に 、 当 該 水 域 が 環 境 基 準 を

達 成 し て い る も の と 判 断 す る 。

※ ※ ％ 水 質 値 … 年 間 の 日 間 平 均 値 の 全 デ ％ 水 質 値 … … 年 間 の 日 間 平 均 値 の 全 デ75 75
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ー タ を そ の 値 の 小 さ い も の か ら 順 に 並 ー タ を そ の 値 の 小 さ い も の か ら 順 に 並 べ

（ ）べ × 番 目 （ は 日 間 平 均 値 の デ ー × ｎ 番 目 ｎ は 日 間 平 均 値 の デ ー タ 数0.75 n n 0.75
タ 数 ） の デ ー タ 値 を も っ て ％ 水 質 値 の デ ー タ 値 を も っ て ％ 水 質 値 と す る 。75 75
と す る （ × が 整 数 で な い 場 合 は （ × ｎ が 整 数 で な い 場 合 は 端 数 を 切 り。 0.75 n 0.75
端 数 を 切 り 上 げ た 整 数 番 目 の 値 を と 上 げ た 整 数 番 目 の 値 を と る ）。

る ）。

イ ． 複 数 の 環 境 基 準 点 を も つ 水 域 に お い 複 数 の 環 境 基 準 点 を も つ 水 域 に お い て

て は 、 当 該 水 域 内 の す べ て の 環 境 基 準 は 、 当 該 水 域 内 の す べ て の 環 境 基 準 点 に お

点 に お い て 、 環 境 基 準 に 適 合 し て い る い て 、 環 境 基 準 に 適 合 し て い る 場 合 に 、 当

場 合 に 、 当 該 水 域 が 環 境 基 準 を 達 成 し 該 水 域 が 環 境 基 準 を 達 成 し て い る も の と 判

て い る も の と 判 断 す る 。 断 す る 。

② 湖 沼 に お け る 全 窒 素 及 び 全 燐 の 環 境 基 イ ． 湖 沼 に お け る 全 窒 素 及 び 全 燐 の 環 境 基

準 の 達 成 状 況 の 評 価 準 の 達 成 状 況 の 評 価

ア ． 湖 沼 に お け る 全 窒 素 及 び 全 燐 の 環 境 湖 沼 に お け る 全 窒 素 及 び 全 燐 の 環 境 基 準

基 準 の 達 成 状 況 の 評 価 は 、 当 該 水 域 の の 達 成 状 況 の 評 価 は 、 当 該 水 域 の 環 境 基 準

環 境 基 準 点 に お い て 、 表 層 の 年 間 平 均 点 に お い て 、 表 層 の 年 間 平 均 値 が 当 該 水 域

値 が 当 該 水 域 が あ て は め ら れ た 類 型 の が あ て は め ら れ た 類 型 の 環 境 基 準 に 適 合 し

環 境 基 準 に 適 合 し て い る 場 合 に 、 当 該 て い る 場 合 に 、 当 該 水 域 が 環 境 基 準 を 達 成

水 域 が 環 境 基 準 を 達 成 し て い る も の と し て い る も の と 判 断 す る 。

判 断 す る 。

イ ． 複 数 の 環 境 基 準 点 を も つ 水 域 に つ い 複 数 の 環 境 基 準 点 を も つ 水 域 に つ い て

て は 、 当 該 水 域 内 の す べ て の 環 境 基 準 は 、 当 該 水 域 内 の す べ て の 環 境 基 準 点 に お

点 に お い て 、 環 境 基 準 に 適 合 し て い る い て 、 環 境 基 準 に 適 合 し て い る 場 合 に 、 当

場 合 に 、 当 該 水 域 が 環 境 基 準 を 達 成 し 該 水 域 が 環 境 基 準 を 達 成 し て い る も の と 判

て い る も の と 判 断 す る 。 断 す る 。

③ 海 域 に お け る 全 窒 素 及 び 全 燐 の 環 境 基 ウ ． 海 域 に お け る 全 窒 素 及 び 全 燐 の 環 境 基

準 の 達 成 状 況 の 評 価 準 の 達 成 状 況 の 評 価
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ア ． 海 域 に お け る 全 窒 素 及 び 全 燐 の 環 境 海 域 に お け る 全 窒 素 及 び 全 燐 の 環 境 基 準

基 準 の 達 成 状 況 の 評 価 は 、 当 該 水 域 の の 達 成 状 況 の 評 価 は 、 当 該 水 域 の 環 境 基 準

環 境 基 準 点 に お い て 、 表 層 の 年 間 平 均 点 に お い て 、 表 層 の 年 間 平 均 値 が 当 該 水 域

値 が 当 該 水 域 が あ て は め ら れ た 類 型 の が あ て は め ら れ た 類 型 の 環 境 基 準 に 適 合 し

環 境 基 準 に 適 合 し て い る 場 合 に 、 当 該 て い る 場 合 に 、 当 該 水 域 が 環 境 基 準 を 達 成

水 域 が 環 境 基 準 を 達 成 し て い る も の と し て い る も の と 判 断 す る 。

判 断 す る 。

イ ． 複 数 の 環 境 基 準 点 を も つ 水 域 に つ い 複 数 の 環 境 基 準 点 を も つ 水 域 に つ い て

て は 、 当 該 水 域 内 の 各 環 境 基 準 点 に お は 、 当 該 水 域 内 の 各 環 境 基 準 点 に お け る 表

け る 表 層 の 年 間 平 均 値 を 、 当 該 水 域 内 層 の 年 間 平 均 値 を 、 当 該 水 域 内 の す べ て の

の す べ て の 基 準 点 に つ い て 平 均 し た 値 基 準 点 に つ い て 平 均 し た 値 が 環 境 基 準 に 適

が 環 境 基 準 に 適 合 し て い る 場 合 に 、 当 合 し て い る 場 合 に 、 当 該 水 域 が 環 境 基 準 を

該 水 域 が 環 境 基 準 を 達 成 し て い る も の 達 成 し て い る も の と 判 断 す る 。

と 判 断 す る 。

２ ． 測 定 計 画 （ 法 第 条 関 係 ） ２ 測 定 計 画 (法 第 条 関 係 )16 16
公 共 用 水 域 及 び 地 下 水 の 水 質 測 定 計 画 は 公 共 用 水 域 及 び 地 下 水 の 水 質 測 定 計 画 は

次 に よ る こ と と し 、 測 定 計 画 の 作 成 に 当 た 次 に よ る こ と と し 、 測 定 計 画 の 作 成 に 当 た

っ て は 、 環 境 基 本 法 第 条 に 定 め る 機 関 に っ て は 、 環 境 基 本 法 第 条 に 定 め る 機 関43 43
お い て 、 こ れ に つ い て 審 議 を 行 う よ う 努 め に お い て 、 こ れ に つ い て 審 議 に 努 め ら れ た

ら れ た い 。 測 定 計 画 を 作 成 し た と き は 、 環 い 。 測 定 計 画 を 作 成 し た と き は 、 環 境 省 環

境 省 環 境 管 理 局 水 環 境 部 長 あ て に 速 や か に 境 管 理 局 水 環 境 部 長 あ て に 速 や か に 通 知 す

通 知 す る よ う お 願 い す る 。 年 度 途 中 に お い る よ う お 願 い す る 。 年 度 途 中 に お い て こ れ

て こ れ を 変 更 し た 場 合 も 同 様 と す る 。 を 変 更 し た 場 合 も 同 様 と す る 。

（ １ ） 公 共 用 水 域 の 水 質 測 定 計 画 １ ） 公 共 用 水 域 の 水 質 測 定 計 画

次 の 点 に 留 意 さ れ た い 。 次 の 点 に 留 意 さ れ た い 。

１ 測 定 の 対 象 水 域 は 全 公 共 用 水 域 と し ① 測 定 の 対 象 水 域 は 、 全 公 共 用 水 域 と し 、） 、 、

公 共 用 水 域 の 水 質 の 汚 濁 の 状 況 、 利 水 の 公 共 用 水 域 の 水 質 の 汚 濁 の 状 況 、 利 水 の

状 況 等 を 勘 案 し て 、 対 象 水 域 を 選 定 す る 状 況 等 を 勘 案 し て 、 対 象 水 域 を 選 定 す る
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こ と と す る 。 こ と と す る 。

２ ） 測 定 地 点 、 項 目 、 頻 度 に つ い て は 、 次 ② 測 定 地 点 に つ い て は 、 次 に よ る こ と と す

に よ る こ と と す る 。 ま た 、 効 率 化 、 重 点 る 。

化 に あ た っ て は 、 化 学 物 質 排 出 移 動 量 届

出 制 度 （ ） で 公 表 ・ 開 示 さ れ る デ ーPRTR
タ の 活 用 に 留 意 す る 。

(ア )測 定 地 点 は 、 公 共 用 水 域 の 水 質 の 汚 濁

の 状 況 の 常 時 監 視 の 観 点 か ら 必 要 な 地 点

を 選 定 す る も の と す る 。

(イ )測 定 地 点 の 選 定 に 当 た っ て は 、 著 し い

重 複 、 偏 向 が 生 じ な い よ う に 国 の 地 方 行

政 機 関 と 協 議 す る ほ か 市 町 村 と も 協 議 す

る こ と が 望 ま し い 。

(ウ )従 来 の 測 定 に よ り 、 著 し い 水 質 の 汚 濁

が 認 め ら れ た 地 点 に つ い て は 、 引 き 続 き

測 定 を 行 う も の と す る 。

① 調 査 地 点 ・ 頻 度 の 設 定 の 基 本 的 な 考 え

方

ア ． 調 査 地 点

（ ア ） 河 川

ア ） 利 水 地 点

イ ） 主 要 な 汚 濁 水 が 河 川 に 流 入 し た 後 十

分 混 合 す る 地 点 及 び 流 入 前 の 地 点

ウ ） 支 川 が 合 流 後 十 分 混 合 す る 地 点 及 び

合 流 前 の 本 川 又 は 支 川 の 地 点

エ ） 流 水 の 分 流 地 点

オ ） そ の 他 必 要 に 応 じ 設 定 す る 地 点

（ イ ） 湖 沼
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ア ） 湖 心

イ ） 利 水 地 点

ウ ） 汚 濁 水 が 湖 沼 に 流 入 し た 後 十 分 混 合

す る 地 点

エ ） 河 川 が 流 入 し た 後 十 分 混 合 す る 地 点

及 び 流 入 河 川 の 流 入 前 の 地 点

オ ） 湖 沼 水 の 流 出 地 点

（ ウ ） 海 域

水 域 の 地 形 、 海 潮 流 、 利 水 状 況 、 主 要

な 汚 濁 源 の 位 置 、 河 川 水 の 流 入 状 況 等 を

考 慮 し 、 水 域 の 汚 濁 状 況 を 総 合 的 に 把 握

で き る よ う に 選 定 す る 。 採 水 地 点 間 の 最

短 距 離 は ～ １ 程 度 を 標 準 と す る 。0.5 km
な お 、 測 定 地 点 の 選 定 に 当 た っ て は 、 著

し い 重 複 、 偏 向 が 生 じ な い よ う に 国 の 地

方 行 政 機 関 と 協 議 す る ほ か 市 町 村 と も 協

議 す る こ と が 望 ま し い 。 ま た 、 従 来 の 測

定 に よ り 、 著 し い 水 質 の 汚 濁 が 認 め ら れ

た 地 点 に つ い て は 、 引 き 続 き 測 定 を 行 う

も の と す る 。

イ ． 調 査 頻 度

（ ア ） 環 境 基 準 項 目

ア ） 人 の 健 康 の 保 護 に 関 す る 環 境 基 準 項

目 に つ い て は 、 毎 月 １ 日 以 上 各 日 に つ

い て ４ 回 程 度 採 水 分 析 す る こ と を 原 則

と す る 。 こ の う ち １ 日 以 上 は 全 項 目 に

、 、つ い て 実 施 し そ の 他 の 日 に あ っ て は

水 質 の 汚 濁 の 状 況 、 排 出 水 の 汚 染 状 態

の 状 況 等 か ら み て 必 要 と 思 わ れ る 項 目
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に つ い て 適 宜 実 施 す る こ と と す る 。

イ ） 生 活 環 境 の 保 全 に 関 す る 環 境 基 準 項

目 に つ い て は 、 次 に よ る こ と と す る 。

ａ ． 通 年 調 査

環 境 基 準 点 、 利 水 上 重 要 な 地 点 等 で 実

施 す る 調 査 に あ っ て は 、 年 間 を 通 じ 、 月

１ 日 以 上 、 各 日 に つ い て ４ 回 程 度 採 水 分

析 す る こ と を 原 則 と す る 。 た だ し 、 河 川

の 上 流 部 、 海 域 に お け る 沖 合 等 水 質 変 動

が 少 な い 地 点 に お い て は 、 状 況 に 応 じ 適

宜 回 数 を 減 じ て も よ い も の と す る 。

ｂ ． 通 日 調 査

ａ ． の 通 年 調 査 地 点 の う ち 、 日 間 水 質

変 動 が 大 き い 地 点 に あ っ て は 、 年 間 ２ 日

程 度 は 各 日 に つ き ２ 時 間 間 隔 で １ ３ 回 採

水 分 析 す る こ と と す る 。

ｃ ． 一 般 調 査

前 記 以 外 の 地 点 で 補 完 的 に 実 施 す る 調

査 に あ っ て は 、 年 間 ４ 日 以 上 採 水 分 析 す

る こ と と す る 。

（ イ ） 環 境 基 準 項 目 以 外 の 項 目

排 水 基 準 が 定 め ら れ て い る 項 目 そ の 他

、水 域 の 特 性 把 握 に 必 要 な 項 目 等 に つ い て

利 水 と の 関 連 に 留 意 し つ つ （ ア ） に 準、

じ て 適 宜 実 施 す る 。

② 効 率 化 に 関 す る 考 え 方

ア ． 調 査 地 点 に つ い て の 効 率 化

（ ア ） 汚 濁 源 の 状 況 に 応 じ て 調 査 地 点 を

絞 り 込 む こ と が で き る 。
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（ イ ） 汚 濁 源 の 少 な い 水 域 に お い て は 数

年 で 調 査 地 点 を 一 巡 す る よ う な ロ ー リ

。ン グ 調 査 の 導 入 等 を 図 る こ と が で き る

（ ウ ） 調 査 地 点 間 の 位 置 関 係 を 考 慮 し て

効 率 化 す る こ と が で き る 。

（ エ ） 生 活 環 境 の 保 全 に 関 す る 環 境 基 準

項 目 の 通 日 調 査 に つ い て は 、 測 定 デ ー

タ が 十 分 に 蓄 積 さ れ た 場 合 は 、 利 水 状

況 や 発 生 源 の 状 況 を 考 慮 し つ つ 、 調 査

地 点 を 絞 り 込 む こ と が で き る 。

イ ． 調 査 項 目 に つ い て の 効 率 化

（ ア ） 検 出 さ れ る 可 能 性 が 少 な い と 思 わ

れ る 項 目 に つ い て は 、 数 年 で 調 査 項 目

を 一 巡 す る よ う な ロ ー リ ン グ 調 査 の 導

入 等 を 図 る こ と が で き る 。

（ イ ） 農 薬 等 に つ い て は 、 使 用 実 態 を 勘

。案 し 調 査 項 目 を 絞 り 込 む こ と が で き る

ウ ． 調 査 頻 度 （ 時 期 ） に つ い て の 効 率 化

（ ア ） 農 薬 等 に つ い て は 使 用 時 期 等 を 考

慮 し て 調 査 時 期 を 弾 力 的 に 設 定 す る こ

と が で き る 。

（ イ ） 分 析 作 業 の 効 率 化 の 視 点 か ら 調 査

時 期 を 選 定 す る こ と が で き る 。

（ ウ ） 人 の 健 康 の 保 護 に 関 す る 環 境 基 準

項 目 は 長 年 検 出 さ れ な い 場 合 、 調 査 頻

度 を 絞 り 込 む こ と が で き る 。

（ エ ） 通 日 調 査 以 外 の 調 査 に つ い て は 、

、測 定 デ ー タ が 十 分 に 蓄 積 さ れ た 場 合 は
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、利 水 状 況 や 発 生 源 の 状 況 を 考 慮 し つ つ

１ 日 の 採 水 分 析 の 頻 度 を 減 ず る こ と が

で き る 。

エ ． 分 析 方 法 に つ い て の 効 率 化

（ ア ） ア ル キ ル 水 銀 の 分 析 に つ い て は 、

総 水 銀 の 測 定 で ス ク リ ー ニ ン グ を 行 う

こ と が で き る 。

（ イ ） 公 定 法 の 中 で も 、 多 成 分 を 同 時 分

析 で き る 方 法 を 活 用 す る 。

③ 重 点 化 に 関 す る 考 え 方

． 、 ．以 下 の ア の よ う な 点 に 留 意 し て イ

や ウ ． の よ う な モ ニ タ リ ン グ を 重 点 化 す

る べ き 地 点 、 水 域 を 設 定 す る 。

ア ． 留 意 点

（ ア ） 利 水 状 況

（ イ ） 汚 濁 源 （ 休 廃 止 鉱 山 、 苦 情 の 有 無

等 を 含 む ） の 分 布 等

イ ． 重 点 化 す べ き 測 定 地 点

（ ア ） 水 質 変 動 の 激 し い 地 点

（ イ ） 環 境 基 準 未 達 成 の 地 点

（ ウ ） 長 年 検 出 さ れ て い な い 項 目 が 検 出

さ れ た 地 点

（ エ ） 異 常 値 が 検 出 さ れ た 地 点 等

ウ ． 重 点 化 す べ き 水 域

（ ア ） 指 定 湖 沼

（ イ ） 閉 鎖 性 海 域

（ ウ ） そ の 他 特 定 の 保 全 計 画 の あ る 水 域

等
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３ ） 測 定 計 画 の 作 成

① 測 定 計 画 に は 、 測 定 地 点 名 、 位 置 、 測

定 項 目 、 測 定 頻 度 、 測 定 方 法 及 び 定 量

下 限 値 、 国 及 び 地 方 公 共 団 体 が 測 定 計

画 に 従 っ て 行 っ た 測 定 の 結 果 の 都 道 府

県 知 事 へ の 送 付 の 様 式 及 び 方 法 等 を 記

載 す る こ と と す る 。 な お 、 位 置 に つ い

て は 緯 度 経 度 の 情 報 も 記 載 す る と と も

に 、 地 図 で 示 す こ と と す る 。

② 新 た な 汚 染 が 懸 念 さ れ る 災 害 や 不 法 投

棄 等 が 発 生 、 発 見 さ れ た 場 合 、 そ の 影

響 把 握 が 必 要 で あ り 、 そ の た め の 測 定

が 緊 急 に 必 要 と な る 。 こ の 場 合 、 測 定

計 画 外 で 実 施 す る こ と も あ り 得 る こ と

か ら 、 そ の 円 滑 な 実 施 に 備 え 、 そ の よ

、う な 場 合 の 緊 急 の モ ニ タ リ ン グ の 意 義

調 査 地 点 の 設 定 方 法 等 の 留 意 点 に つ い

て 測 定 計 画 に 記 載 す る こ と と す る 。

③ 測 定 地 点 や 項 目 、 頻 度 の 設 定 の 考 え 方

、 、に つ い て は 測 定 計 画 な ど に 位 置 づ け

公 表 す る こ と が 望 ま し い 。

④ 二 以 上 の 都 道 府 県 の 区 域 に 属 す る 公 共 ③ 二 以 上 の 都 道 府 県 の 区 域 に 属 す る 公 共 用

用 水 域 の 水 質 の 測 定 計 画 の 場 合 に あ っ 水 域 の 水 質 の 測 定 計 画 の 場 合 に あ っ て

て は 、 測 定 地 点 ・ 測 定 項 目 ・ 測 定 時 期 は 、 測 定 地 点 ・ 測 定 項 目 ・ 測 定 時 期 等 に

等 に つ い て 関 係 都 道 府 県 知 事 と 事 前 に つ い て 関 係 都 道 府 県 知 事 と 事 前 に 連 絡 を

連 絡 を 行 い 、 水 域 全 体 と し て 有 効 な 測 行 い 、 水 域 全 体 と し て 有 効 な 測 定 が 行 わ

定 が 行 わ れ る よ う に す る こ と が 望 ま し れ る よ う に す る こ と が 望 ま し い 。

い 。

④ 国 及 び 地 方 公 共 団 体 が 測 定 計 画 に 従 っ て

行 っ た 測 定 の 結 果 の 都 道 府 県 知 事 へ の 送
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付 の 様 式 、 方 法 等 に つ い て は 、 測 定 計 画

に お い て 適 宜 定 め る こ と と す る 。

（ ２ ） 地 下 水 の 水 質 測 定 計 画 ２ ） 地 下 水 の 水 質 測 定 計 画

次 の 点 に 留 意 さ れ た い 。 地 下 水 に つ い て は 、 測 定 計 画 に 定 め る べ

き 事 項 測 定 地 点 及 び 方 法 等 に つ い て は 水、 「

質 汚 濁 防 止 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行

に つ い て （ 通 知 （ 平 成 元 年 ９ 月 日 環）」 14
水 管 第 号 ） 記 Ⅰ １ に よ る こ と 。 な お 、189
測 定 計 画 の 作 成 に 当 た っ て は 、 本 法

担 当 部 局 は 、 河 川 担 当 部 局 等 関 係 部 局 と 調

整 を 行 う こ と が 望 ま し い 。

１ ） 水 質 調 査 の 種 類 は 次 の と お り と す る 。

① 概 況 調 査

地 域 の 全 体 的 な 地 下 水 質 の 概 況 を 把 握

す る た め に 実 施 す る 地 下 水 の 水 質 調 査 と

す る 。 地 域 の 実 情 に 応 じ 、 年 次 計 画 を 立

て て 、 計 画 的 に 実 施 す る こ と と す る 。

② 汚 染 井 戸 周 辺 地 区 調 査

概 況 調 査 に よ り 新 た に 発 見 さ れ た 、 又

は 事 業 者 か ら の 報 告 等 に よ り 新 た に 明 ら

か に な っ た 汚 染 に つ い て 、 そ の 汚 染 範 囲

を 確 認 す る た め に 実 施 す る 地 下 水 の 水 質

調 査 と す る 。

③ 定 期 モ ニ タ リ ン グ 調 査

汚 染 井 戸 周 辺 地 区 調 査 に よ り 確 認 さ れ

た 汚 染 の 継 続 的 な 監 視 等 、 経 年 的 な モ ニ

タ リ ン グ と し て 定 期 的 に 実 施 す る 地 下 水
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の 水 質 調 査 と す る 。

２ ） 調 査 地 点 、 項 目 、 頻 度 等 に つ い て は 、

次 に よ る こ と と す る 。

① 調 査 地 点

ア ． 概 況 調 査

（ ア ） 地 下 水 の 流 動 や 地 質 構 造 等 を 把 握

し た う え で 、 地 域 全 体 が 把 握 で き る 地

点 を 選 定 し 、 継 続 的 に 調 査 す る 。

（ イ （ ア ） の よ う な 地 点 の 選 定 が 困 難）

な 場 合 、 地 下 水 汚 染 を 発 見 す る と い う

観 点 か ら 、 平 野 部 で は 人 口 密 度 や 工 場

・ 事 業 場 等 の 立 地 状 況 を 勘 案 し た う え

で メ ッ シ ュ 等 に 分 割 し 、 調 査 地 点 が 偏

在 し な い よ う 調 査 区 域 を 選 定 し 、 分 割

し た 調 査 区 域 の 中 か ら 毎 年 調 査 区 域 を

選 定 し て 順 次 調 査 を 行 い 、 数 年 間 で 地

域 全 体 を 調 査 す る （ 以 下 「 ロ ー リ ン グ

方 式 」 と い う 。）

（ ウ ） メ ッ シ ュ の 間 隔 は 地 域 の 特 性 な ど

を 考 慮 す る 必 要 が あ る が 、 市 街 地 で は

１ ～ ２ ｋ ｍ 、 そ の 周 辺 地 域 で は ４ ～ ５

ｋ ｍ を 目 安 と す る 。

（ エ ） 選 定 さ れ た 調 査 区 域 の 中 か ら 調 査

地 点 を 選 ぶ 場 合 は 、 過 去 に 有 害 物 質 を

使 用 し た 工 場 ・ 事 業 場 等 の 立 地 状 況 、

地 下 水 の 利 用 の 状 況 等 を 勘 案 し 、 汚 染

の 可 能 性 が 高 い 地 域 及 び 汚 染 に よ る 利

水 影 響 が 大 き い と 考 え ら れ る 地 域 を 重

点 的 に 調 査 す る 。 特 に 、 工 場 ・ 事 業 場
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等 の 立 地 の 状 況 等 か ら 汚 染 の 可 能 性 が

高 い 井 戸 、 汚 染 さ れ た 場 合 に 多 数 の 人

の 健 康 に 影 響 を 与 え る 可 能 性 が 高 い 井

戸 、 未 調 査 の 井 戸 の 調 査 を 優 先 し て 行

う こ と と す る 。 な お 、 山 間 部 等 の 地 域

で は 土 地 利 用 、 地 下 水 利 用 、 地 下 水 流

動 、 水 文 地 質 の 状 況 等 を 把 握 し 、 代 表

と な る 場 所 を 調 査 地 点 と す る 。

（ オ ） 地 下 水 の 汚 染 が 鉛 直 方 向 に 広 が る

こ と に 留 意 し 、 帯 水 層 別 の 地 下 水 の 水

質 に つ い て も 併 せ て 測 定 す る 。

（ カ ） ロ ー リ ン グ 方 式 を 採 用 す る 場 合 、

３ ～ ５ 年 で 調 査 を 一 巡 す る こ と を 目 安

と す る 。 測 定 デ ー タ が 十 分 に 集 積 さ れ

て き た 地 域 に お い て は 利 水 状 況 や 汚 染

の 可 能 性 を 考 慮 し つ つ 、 一 巡 の 期 間 を

適 宜 延 長 す る こ と が で き る 。

イ ． 汚 染 井 戸 周 辺 地 区 調 査

（ ア ） 調 査 範 囲 の 設 定 に 当 た っ て は 、 帯

水 層 の 鉛 直 分 布 を 考 慮 し つ つ 、 汚 染 物

質 の 種 類 、 帯 水 層 の 構 造 、 地 下 水 の 流

向 ・ 流 速 等 を 勘 案 し 、 汚 染 が 想 定 さ れ

る 範 囲 全 体 が 含 ま れ る よ う に す る 。

（ イ ） た だ し （ ア ） の よ う な 検 討 が 困、

難 な 場 合 、 ま ず 汚 染 が 発 見 さ れ た 井 戸

、か ら 半 径 ５ ０ ０ ｍ 程 度 の 範 囲 を 調 査 し

地 下 水 汚 染 の 方 向 を 確 認 す る 。 調 査 範

囲 全 体 に 汚 染 が 見 ら れ る 場 合 は 、 段 階

的 に 範 囲 を 広 げ て 調 査 す る 。

（ ウ ） 地 下 水 の 流 向 が わ か っ て い る 場 合
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に は 、 そ の 方 向 に 帯 状 に 調 査 す る 。

（ エ ） 調 査 地 点 に つ い て は 、 汚 染 に よ る

利 水 影 響 が 大 き い と 考 え ら れ る 井 戸 を

重 点 的 に 調 査 す る 。 飲 用 に 供 さ れ て い

る 井 戸 に つ い て は 、 特 段 の 理 由 が な い

。 、 、限 り 調 査 す る な お 調 査 範 囲 が 広 く

対 象 と な る 井 戸 が 多 い 場 合 は 、 飲 用 井

戸 の 調 査 を 優 先 し つ つ 、 区 域 を 分 け 順

次 調 査 を 行 う 。

（ オ ） 既 存 の 井 戸 を 調 査 す る こ と が 基 本

で あ る が 、 汚 染 範 囲 を 的 確 に 把 握 す る

こ と が 困 難 と な る よ う な 大 き な 空 白 地

区 が 生 じ る 場 合 は 、 観 測 井 を 設 置 す る

こ と も 考 慮 す る 。

ウ ． 定 期 モ ニ タ リ ン グ 調 査

（ ア ） 工 場 ・ 事 業 場 等 の 立 地 の 状 況 、 地

下 水 の 利 用 の 状 況 等 を 勘 案 し 、 地 域 の

地 下 水 の 水 質 の 経 年 的 変 化 を 把 握 す る

、 。 、上 で 代 表 的 な 地 点 を 選 定 す る な お

汚 染 地 区 の 定 期 モ ニ タ リ ン グ に 当 た っ

て は 、 汚 染 源 近 傍 地 点 及 び 下 流 側 の 未

汚 染 地 点 を 含 む こ と が 望 ま し い 。

（ イ ） よ り 効 果 的 な 監 視 を 行 う た め に 、

必 要 に 応 じ て 観 測 井 を 設 置 す る こ と も

考 慮 す る 。

② 調 査 項 目

ア ． 地 下 水 の 水 質 調 査 は 地 下 水 の 水 質 汚

濁 に 係 る 環 境 基 準 項 目 に つ い て 実 施 す

る こ と と す る 。 ま た 、 水 質 調 査 を 実 施



- 23 -

す る 際 に は 、 井 戸 の 地 点 名 、 位 置 、 深

度 、 浅 井 戸 ／ 深 井 戸 の 別 、 用 途 等 の※ ※ ※

諸 元 に つ い て で き る だ け 把 握 す る 。 さ

ら に 、 地 下 水 の 特 性 把 握 に 必 要 な 項 目

。に つ い て は 適 宜 調 査 を 行 う も の と す る

※ ※ ※ こ こ で は 不 圧 帯 水 層 か ら 採 取 す る

井 戸 を 浅 井 戸 、 被 圧 帯 水 層 か ら 採 取 す

る 井 戸 を 深 井 戸 と い う 。

イ ． な お 、 汚 染 の 可 能 性 が 極 め て 低 い と

考 え ら れ る 場 合 に は 、 測 定 計 画 に そ の

根 拠 を 示 し た 上 で 、 一 時 的 に 対 象 物 質

を 減 ず る こ と が で き る も の と す る 。 汚

染 の 可 能 性 が 極 め て 低 い と す る 目 安 と

し て は 、 以 下 の よ う な も の が 考 え ら れ

る 。

（ ア ） 概 況 調 査

ア ） 同 一 調 査 区 域 内 で 、 土 地 利 用 等 か ら

判 断 し て 汚 染 の 可 能 性 が 低 い 項 目 に つ

い て 、 過 去 ２ な い し ３ 回 連 続 し て 定 量

下 限 値 以 下 で あ っ た 場 合 は 、 一 時 的 に

調 査 項 目 か ら 除 外 し 、 測 定 頻 度 を 落 と

す こ と と し て も よ い 。 た だ し 、 自 然 的

原 因 の 可 能 性 の あ る 項 目 に つ い て は 、

地 質 等 も 十 分 検 討 の 上 、 除 外 す る か ど

う か を 慎 重 に 判 断 す る 必 要 が あ る 。

イ ） な お 、 ア ル キ ル 水 銀 に つ い て は 、 総

水 銀 が 検 出 さ れ た 場 合 の み 測 定 す る こ
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と に し て も よ い 。

（ イ ） 汚 染 井 戸 周 辺 地 区 調 査 及 び 定 期 モ

ニ タ リ ン グ 調 査

周 辺 で 汚 染 が 判 明 し て い る 項 目 、 汚

染 の 可 能 性 の 高 い 項 目 及 び そ れ ら の 分

解 生 成 物 に 限 定 し て 測 定 す る こ と に し

て よ い 。

③ 調 査 の 頻 度 に つ い て は 、 次 に よ る こ と

と す る 。

ア ． 概 況 調 査

（ ） 、ア 年 次 計 画 を 立 て て 実 施 す る 場 合 は

1当 該 年 度 の 対 象 井 戸 に つ い て は 、 年

回 以 上 実 施 す る こ と と す る 。 な お 、 季

。節 的 な 変 動 を 考 慮 す る こ と が 望 ま し い

（ イ ） 地 下 水 の 流 動 や 汚 染 物 質 の 使 用 状

況 を 考 慮 し て 、 数 年 後 に 再 度 調 査 を 行

う こ と と す る 。

イ ． 汚 染 井 戸 周 辺 地 区 調 査

汚 染 発 見 後 、 で き る だ け 早 急 に 実 施 す

る こ と と す る 。 地 区 の 調 査 は 、 降 雨 等1
の 影 響 を 避 け 、 で き る だ け 短 期 間 に 行 う

こ と が 望 ま し い 。

ウ ． 定 期 モ ニ タ リ ン グ 調 査

（ ア ） 対 象 井 戸 に つ い て 、 年 回 以 上 実1
施 す る こ と と し 、 調 査 時 期 は 毎 年 同 じ

時 期 に 設 定 す る こ と と す る 。 な お 、 季

。節 的 な 変 動 を 考 慮 す る こ と が 望 ま し い

（ イ ） 汚 染 源 に お け る 浄 化 対 策 の 実 施 等

に よ り 定 期 モ ニ タ リ ン グ 調 査 を 終 了 す

る 場 合 に は 、 調 査 地 点 で 環 境 基 準 を 満
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た す こ と 、 及 び 再 度 汚 染 範 囲 内 で 地 下

水 質 調 査 を 行 い 、 一 定 期 間 環 境 基 準 以

下 で あ る こ と を 確 認 す る こ と と す る 。

④ そ の 他

地 域 の 井 戸 の 設 置 状 況 、 地 下 水 の 利 用

状 況 、 地 下 水 の 流 れ 、 過 去 か ら 現 在 に か

け て の 土 地 利 用 や 有 害 物 質 の 使 用 状 況 等

に つ い て は 、 適 宜 調 査 を 実 施 し 、 水 質 調

査 に 当 た っ て 必 要 な 状 況 を 把 握 し て お く

こ と が 望 ま し い 。

３ ） 測 定 計 画 の 作 成

① 測 定 計 画 に は 、 測 定 井 戸 の 地 点 名 、 位

置 、 深 度 、 浅 井 戸 ／ 深 井 戸 の 別 、 用 途

等 の 諸 元 、 測 定 項 目 、 測 定 方 法 及 び 定

量 下 限 値 、 定 期 モ ニ タ リ ン グ 調 査 に 当

た っ て の 実 施 、 終 了 の 判 断 基 準 等 を 記

載 す る こ と と す る 。 な お 、 測 定 井 戸 の

地 点 名 に つ い て は 町 名 又 は 大 字 単 位 で

記 載 し 、 測 定 井 戸 の 位 置 に つ い て は 当

該 井 戸 の 存 在 す る 区 域 （ メ ッ シ ュ 等 ）

上 の 位 置 を 図 示 す る こ と と す る 。

、 、② ま た 地 震 等 の 災 害 等 が 発 生 し た 場 合

新 た な 地 下 水 の 汚 染 や そ の 拡 散 が 懸 念

さ れ る た め 、 緊 急 的 な モ ニ タ リ ン グ が

必 要 と な る 。 こ の 場 合 、 測 定 計 画 に 位

置 づ け ら れ て い な い 水 質 調 査 を 臨 時 に

行 う こ と も あ り 得 る こ と か ら 、 そ の 円

滑 な 実 施 に 備 え 、 緊 急 的 な モ ニ タ リ ン

グ の 意 義 、 調 査 地 点 の 設 定 方 法 等 の 留
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意 点 に つ い て 測 定 計 画 に 記 載 す る こ と

と す る 。

③ 測 定 地 点 や 項 目 、 頻 度 の 設 定 の 考 え 方

、 、に つ い て は 測 定 計 画 な ど に 位 置 づ け

公 表 す る こ と が 望 ま し い 。


